
 

書面による手続のデータエントリー業務（特許・実用新案、意匠・商標）の 

民間競争入札実施要項(案)の審議に当たっての議論のポイント 

 

１．事業の概要及びこれまでの経緯 

 

 

２．特許庁の取組について 

 

 

３．確保されるべき対象公共サービスの質 

 

 

４．落札者を決定するための評価基準 

 

 

５．従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

  以上 

資料１ 




